
学
生
納
付
特
例
申
請

【
対
象
と
な
る
人
】

　

大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び
そ
の
他
の

教
育
施
設
に
在
学
す
る
人

※
所
得
な
ど
の
条
件
も
あ
り
ま
す

【
申
請
時
に
必
要
な
も
の
】

　

○
印
鑑

　

○
学
生
証
（
コ
ピ
ー
可
）
ま
た
は
在
学
証
明
書

　

○
年
金
手
帳
ま
た
は
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書

　

※
住
所
変
更
が
あ
っ
た
人
は
、
前
住
所
地
発
行

　
　

の
所
得
証
明
書
が
必
要
な
場
合
あ
り

【
対
象
と
な
る
期
間
】

　

20
歳
以
上
の
学
生
で
あ
る
期
間
の
う
ち
、
平

成
26
年
度
分
は
年
度
末
ま
で
。
過
去
期
間
は
、

申
請
が
受
理
さ
れ
た
月
か
ら
２
年
１
カ
月
前

（
納
付
済
み
の
月
は
除
く
）
ま
で
。

【
承
認
を
受
け
た
期
間
に
つ
い
て
】

○
病
気
や
不
慮
の
事
故
な
ど
で
重
い
障
が
い
が

残
っ
た
場
合
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
す
る

た
め
の
資
格
期
間
と
し
て
算
入
さ
れ
ま
す
。

○
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め
の
資
格
期

間
に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、後
払
い
（
追
納
）

し
な
い
と
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

納
付
免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予
申
請

【
対
象
と
な
る
人
】

○
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
各
々
の
所
得
が
一

定
額
以
下
の
人
や
失
業
等
の
理
由
が
あ
る
人

○
30
歳
未
満
の
人
（
学
生
を
除
く
）
で
、本
人
、

配
偶
者
各
々
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
人

【
申
請
時
に
必
要
な
も
の
】

○
印
鑑

○
本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
、
保
険
証
な
ど
）

○
持
っ
て
い
る
場
合
、
次
に
掲
げ
る
も
の

　

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

　

・
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

　

・
離
職
者
支
援
資
金
の
貸
付
決
定
通
知
書
な
ど

　

※
住
所
変
更
が
あ
っ
た
人
は
、
前
住
所
地
発
行

　
　

の
所
得
証
明
書
が
必
要
な
場
合
あ
り

【
対
象
と
な
る
期
間
】

　

平
成
26
年
度
分
は
、
平
成
26
年
７
月
以
降
か

ら
の
申
請
で
、平
成
26
年
７
月
か
ら
翌
６
月
分
。

過
去
期
間
は
、
申
請
が
受
理
さ
れ
た
月
か
ら
２

年
１
カ
月
前
（
納
付
済
み
の
月
は
除
く
）
ま
で
。

【
承
認
を
受
け
た
期
間
に
つ
い
て
】

○
病
気
や
不
慮
の
事
故
等
で
重
い
障
が
い
が

残
っ
た
場
合
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
す
る

た
め
の
資
格
期
間
と
し
て
算
入
さ
れ
ま
す
。

○
全
額
・
一
部
免
除
を
受
け
た
期
間
は
、
老
齢
基

礎
年
金
の
額
に
国
庫
負
担
分
が
反
映
さ
れ
、
受

給
す
る
た
め
の
資
格
期
間
に
も
算
入
さ
れ
ま
す
。

○
納
付
猶
予
を
受
け
た
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年

金
を
受
給
す
る
た
め
の
資
格
期
間
に
は
反
映

さ
れ
ま
す
が
、
後
払
い
（
追
納
）
し
な
い
と

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

さ
か
の
ぼ
っ
て
未
払
い
の
保
険
料
を

納
付
す
る
追
納
制
度

　

国
民
年
金
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
放
置
す
る

と
、
将
来
の
老
齢
年
金
や
い
ざ
と
い
う
と
き
の
障

害
年
金
や
遺
族
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
制
度
は
、決
し
て
「
納
め
な
く
て
大
丈
夫
」

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
将
来
も
ら
え
る
年
金
額

は
減
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

免
除
を
受
け
た
期
間
は
、
10
年
以
内
な
ら
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
支
払

え
る
状
況
に
な
れ
ば
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
。
た
だ
し
、
２
年
度
過
ぎ
る
と
当
時

の
保
険
料
に
加
算
額
が
つ
き
ま
す
。

　

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
（
追
納
）
を
希
望
す
る
場

合
は
年
金
事
務
所
に
納
付
書
の
再
発
行
を
依
頼
し

て
く
だ
さ
い
。

申
請
受
付
期
間
・
場
所

　

平
成
26
年
４
月
１
日
～
平
成
2�
年
３
月
末
日

　

○
桂
川
町
役
場 

住
民
課 

住
民
年
金
係
（
２
番

　
　

窓
口
）
☎
６
５
・
３
３
０
１

　

○
直
方
年
金
事
務
所　

　
　

☎
０
９
４
９
・
２
２
・
０
９
０
５

４月から国民年金保険料額が変わります。
平成 26 年度（平成 26 年４月～平成 27 年３月）の保険料は、

月額 15,250 円です。

●国民年金制度が改正されます

保険料の納付が困難な場合、
保険料の免除制度があります

P I N TO

11 頁　 平 26. 広報けいせん ４月


